
令和 6 年 (ワ)第 584 9 号 地位確認等請求事件

原 告 松竹伸幸

被 告日本共産党

準備書面 ( 9 ) 

東京地方裁判所民事第 3 7 部合議E係 御中

被告訴訟代理人

弁護士

同 長

同 力日

同 尾

同 山

2 0 2 5 年 1 2 月 1 日

しも、 -tS、内

林 亮 淳(， ，代

津 彰

藤 健 次

林 芳 匡

田 大 輔代

(乙 43 号証の 1 、 2 ー録音データ及び同反訳書について)

1 2 0 2 5 年 1 月 3 1 日付被告準備書面(2 )第 2 (2""'14 頁) におい

て、除名処分に至る経過について以下の通 り 主張した。

原告の週刊誌等を通じて行った諸発言(第 2 、 1 項、 ( 1) )、 『シン

・ 日本共産党宣言』の出版と記者会見(同項、 ( 2) ) 、 被告に対する批

判書 3 冊の同時発売(同項、 ( 3) )、 藤田論文(甲 6 - 1) による原告

の言動に対する批判と警告 (同項、 (4) )、京都南地区委員会による原

告に対する調査実施の決定と連絡(同 2 項、 ( 1 ) ( 2 ) ( 3) ) 、 京都

南地区委員会と京都府委員会による原告に対する調査の実施(同項、

(4) ( 5 )) 、原告に対する除名の決定とその承認(同 3 項)である。
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提出した乙 4 3 号証の 1 及び 2 は、地区委員会と府委員会が原告に対 し

て行った調査(上記同 2 項 ( 4 ) ( 5 )) の内容を録音及び反訳したもの

である。

2 原告は、被告に対 して、 「 日米安保条約の堅持j 、 「 自衛隊の合憲J 、

「核抑止抜きの専守防衛」という原告の主張を、被告の基本政策とするよ

う 求め、同主張を実現するために党首公選制という制度変更を求めたもの

であるが、原告は、 『産経』 、 『毎日』などのマスコミを通じてこれらの

主張を展開し、その集大成と して出版されたのが『シン・ 日 本共産党宣

言~ (甲 1 ) だ、った。

しかし、 これらの主張や行動は綱領や規約に反するものであったため、

被告は、 2 0 23 年 1 月 2 1 日 、赤旗編集局次長藤田健「規約と綱領から

の逸脱は明らか一一松竹伸幸氏の一連の言動についてJ (甲 6 の 1 、以下

「藤田論文J と い う )を「 しんぶん赤旗」紙上で発表した。同論文では、

規約上、 「中央委員会にいたるどの機関にたいしても 、 質問 し、意見をの

ベ、回答をもとめる」 こ とができ、原告は党首公選制の意見を述べる権利

があったにもかかわらずそれを行使せず、外から被告を攻撃したことが規

約違反に当たる こ と 、 「核抑止抜きの専守防衛論j を党の 「基本政策とし

て採用すべき J と いう 主張は、 「 日 米安保条約の堅持、自衛隊合憲論を党

の基本政策に位置づけよとするもので、党の綱領を逸脱すること指摘し

た。 この藤田論文は、原告の言動が党規約と党綱領から逸脱 したものであ

ることを伝える政治的な警告文書でもあった。

後述するとおり、原告は、同文書の政治的な意味を十分に理解し認識し

なが ら警告に従 う こ とをしなかった。
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3 原告に対する調査 (以下「本件調査j という) は、 2 0 2 3 年 2 月 2 日

午前 1 0 時から 1 1 時 4 5 分まで、被告京都南地区委員会事務所において

行われた。

向調査は規約 4 8 条、 4 9 条、 54 条、 5 5 条の規律違反の調査として

実施されたものである。同調査の第一の目的は、前記藤田論文でも明らか

にされているように、原告の『シン ・ 日本共産党宣言』の出版をはじめ と

する諸々の言動が、綱領・規約に違反し逸脱するものであることを原告に

対し伝え、告知する こ とであった。第二は、違反や逸脱の事実について、

原告の弁明を聴き取る こと であ り、 第三は、いったんは自分の意見を留保

し外部への勝手な発表を控えるのか、党攻撃を続けるのか、 原告の今後の

行動の行方を見極め、処分の可否を判断する こ とにあった。

4 以下は、乙 4 2号証の 2 によって確認でき る同調査の概要である。

( 1 ) I特別の事情J のもと、処分の決定は京都南地区委員会が行 う こと 、

調査は同地区委員会と府委員会が一体となって行うものである こ とを、

河合秀和地区委員長から原告に対し伝え、原告は、向調査を受ける旨を

回答した。 (1"-'5 頁)

( 2) 河合委員長から、 まず、原告の主張が綱領に反すること、原告の行動

が規約に反する こ と 、 党首公選の実施と立候補について不特定多数の党

員の向調を求める こ とが分派活動に当たると考えている旨が伝えられ

た。 ( 6 """ 7 頁)

そのう えで、宮下雅之府委員会副委員長より、党内的に意見をあげた

ことは一度もないというのは事実なのかが質問されたのに対し、 原告か

らは、意見を出したことがない旨の回答があった。 (8........ 9 頁)

( 3 ) 原告からは概ね以下の弁明ないし反論がなされた。
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ア 安保容認・自衛隊合憲は綱領に反しておらず、野党の政権共闘のた

めには必要である。 ( 9 ----- 1 0 頁)

イ 党首公選制の主張は規約に反しておらず、 規約の基本的精神に沿う

ものである。 (18-----19 頁)

ウ 党首公選制は党の内部問題にはあたらず、 また、党の決定にはなっ

ていないので、規約には反しない。 ( 18-----20 頁)

エ 鈴木元氏の本について内容は知っているが、 意見や感想を述べたこ

とはなく 、 販売促進の観点から同時発売としたものである。 ( 29""""

3 0 頁)

等である。

(4 )規約 5 条の 「党の決定に反する意見を、勝手に発表する こ とはしな

いJ ( 5 項) 、 「どの機関にたいしても、質問 し、 意見をのベ、回答を

もとめることができるJ (6 項)との規定を踏まえ、 原告に対しては、

なぜ党内で議論しなかったのか、そうしないで外から行ったのはなぜか

が繰り返し関われた (1 4 、 1 6 、 2 7 頁)。前者については明確な答

えをしなかったものの 、 後者について原告は、党員として党外で発言す

ること について、言論人であることを理由に規約 5 条 5項の制約を受け

ない旨を回答した (1 8 頁、 2 8 頁、 30 "'3 1 頁)。

(5 ) 原告においては、 『シン ・ 日本共産党宣言』の出版が規律違反とな り

う ること 、 その可能性(危険性)を認識していながら 、 「違反 とはなら

ないJ と 自 らが独断的に解釈 して出版を強行したものであるし (9

頁) 、 また、藤田論文が常任幹部会の承認を得た文書であり 、 いわば被

告の公式見解であることを原告は十分認識していた ( 2 頁) に もかかわ

らず、 自らの言動を控えようとはしなかったばかりか、 司法の場に持ち

込むことを予告していた。 ( 6 頁、 2 8 頁、 3 4 頁)
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( 6 ) こ の ような調査結果を踏まえ、被告(京都南地区委員会)は原告に対

し、除名手続に入る旨を通告した。 (3 3 頁)

5 調査終了後、原告は、除名処分の撤回と党員としての地位保全を求めて

裁判を起こすこと宣言し (3 4 頁)、自らの除名処分が決まれば連絡があ

るのかどう かを尋ねたものの、処分決定の場へ出席して意見を述べること

は求めなかった。 こ のことは、被告準備書面 (2 ) 第 2 、 2 項 (5 ) 記載

の通 りである。
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